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1.は じめに

木年 4月 から総合法律支援法により日木司法支援セン

ター (以下 「支援センターJと いう)が 立ち上がる。今

後は支援センターが受け付けた事突は、その支援センタ

ーと協力する各種の紛争解決機関 (以ド「ADR機 関」

という)等 に振り分けられるため、行政書士会としてス

タートラインに並べるか否かは、ADRを 含めた法的サ
ービスの競争市場における、行政書士の優位性を確保す

るための重要な問題と考えるべきである,そ の観点に立ち、

支援センターや日本行政語士会連合会 (以下 1同行連」

という)の ADR対 策とその動向を見極めつつ、滋賀県

行政誉士会 (以下 「滋賀会Jと いう)と しての今後の対

応策について述べる。

2.総 合法律支援法

この法律は、弁護士や司法書士その他の隣接法律専Fl

職者のサービスをより身近に受けられるようにするため、

総合法律支援を行う支ly4センター (司法ネット)の 組織

及び運営、その他について定めている。この法律により

本年度中に全国に支部が設置され活動を開始することと

なっている。

3.司 法支援センター (司法ネット)

司法ネット構想は、運営主体として最高裁半J所が設立 ・

運営に関与する支援センターを中央に設立し、全国に地

方支部的な事務所を置くとしている。この支援センターは、

既存の各種相談窓口や弁護士会、ADR機 関等と連携 ・

協力しつつ、法による紛争解決制度の有効な利用に資す

る情報提供の充実強化の業務、司法過疎地域における法

律事務に関する業務等を一体的に行うこととしている。

4.裁 判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

この法律は、 十紛争の解決を図るのにふさわしい手続

を選択することを容易にし、国民の権利 ・利益の適切な

実現に資することを目的に、裁判外紛争解決手続につい

ての基本理合等を定めるとともに、民問給争解決手続 (い

わゆる調停 。あっせん)の 業務に関し、認証の制度を設け、

併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上

を図る」と定め、 「舟1解の仲介 (いわゆる調停 ・あっせ

ん)の 業務を行う民間の紡争解決事業者は、一定の要件

に適谷するものであれば、法務大ドの認証を受けること

ができる|と して平成19年6月迄に施行予定である。

5B行 政書士会とADR

民問の紛争解決事業者として行政苦 lfが取り扱う業務は

1幅広く、専門性がないと取られがちだが、行政書士は地域的

分布においては司法過疎地を含めて企田洋津浦浦に存在して

いる。紛争の多様性に対しても、幅広い業務なるがゆえにサ
ービスメニューの厚さという点で他のADR機 関によヒベ優位

性があるということができる。日行連は中央の支援センターヘ

単位会は支援センター支部への組織的協力体制を役割分担し

て対応して行くことが必要であると考えている.加 えて日行

連と単位会の連携により、行政書士会の設置するADR機 関

の認証取得に向けた条件整備が急務であることは、利用者の

利便向上の観点からも論を得たない。

6. ADRと は

「法律学小辞典 (有斐閣)Jに よれば、 「ADRと は (

Altcmadvc Dispute Resoluton)級半J外紛fl処理のことを

言う。具体的には、判決などの裁判によらない紛争解決

方法を指し、民事調停 ・家事調停、訴訟上の和解、仲裁

及び行政機rflや民間機関による和解、あっせんなどを意

味する。このうち調停や訴訟 にの和解は、民手訴訟子統

に付随する手続として裁半」所において行われるが、紛争

解決の作用面に着日してADRに 分類されることが多い」

としている。他方、法律名等を見れば、 「裁判外紡争解

決手続Jと なっているものもある。依頼する償1にとって

は 「処理」されるより 「解決」の方が分かり易い,

7口 ADR機 関とは

ADR機 関を運営主体で分けると、O行 政機関が運営

する行政型、②社回法人が運営する民間の特定業界型、

③業界から独立した機関が運営する民間独立機関理に大

別される。

手続面で分ければ、O法 律令般に係る弁護士の手続、

行政書士に関わりの深い子続としての②行政手続無料相談

①交通事故、④消費生活、O公 害 ・環境、⑥FLf架・不動岸

そして琵琶湖に多いOプ レジャーボート関係、C)商事 ・

知的財産、⑤製造物責任が取り扱う対象となりうる。

8.日 行連の法改正要望

日行逮は平成16年に行政音士法改正案として第 1条 3

の次に 「行政書 1!は、裁半J外での民事に関する紡争の解

決の手段としての、和解あっせん、調停または仲裁につ

いて、紡争の当手者を代理し、またはこれらに関する相

作成した書類には、職印を押すことが義務づけられています。
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談に応じることを業とすることができる」と
ヤ
する改iEを

ド1持したが実現しなかった。

行政吉十に本田解、調停 ・持旋代理や不服中立等の代lllj

権付与を実現して、行政書上i会のADR機 関が子統i学 者、

認証機関となるための法改正等の中期実現が求められて

いる。

9.日 行連の取り組み

昨年末、日行連より示された方針は、 「①地方協議会

ごとにADR機 関を設置する単f立会を ムつ選ぶ②モデル

畔4位会の担当者教育など日行連が研修会等を開僻して支

援する」であった。

近設地方脇議会では滋賀会を始め複数の半位会が名乗

りを上げたが、大阪会が指定された。関東地方協議会に

限っては3単位会が指定され、企国に10のモデル単位会

が指定された。日行連は順次この方法により指定単位会

を拡大し、支援する予定としている。

10.滋 賀会の対応

ADR機 関言忍定怖」度に先行して司法ネットが立ちにがり、

全国 斉 にあらゆるADR機 関がスタート地点に横並び

で立ち、支援センターと共に国民へのPj法サービスを開

始する。滋賀県においては既に約30団体が参加を表明し

ている。日行連の指定単位会によるADRセ ンター構想は、

企同 ム声に同時設立ではなく、 部 地域におけるADR

機関設立とする戦略となった。しかし現状は司法ネット

構想が先行するため、他のADR機 関よりも立ち後れを

見せることになる。指定単位会にはADR手 続実施者養成

研修会が開催されることとなったが、滋賀会のように独

自に立ちにげようとする指定単位会以外の担当者が受講

できないのは残念である。

滋賀会としては、これらの対応と‖J題解決のためAD

R特 別委員会を立ち上げ、担当者の選任及び教育ならび

に対外団体との交渉や弁護士会との連携を詰めていかね

|ゴならない。

11.今 後の展望

戦略i面からは平成19年のADR機 関認定竹J度充足を待

っていては出遅れるのではないかと危恨している。日行

速に対して可能な限り企日ヽ位会による同時のADR機

関設置施策を平みたい。この施策こそが法律総合支援法

の求める過疎地域対策、幅広い分野のサービス提供とい

う目的に合致し、行政書十会がそれを実践できることが

立言に出来るからである。ここにおいて行政君上がfll務弁

護■化すると言える。そのためには、+1法ネット構想の

さらなる分析と対応策、なかんずく、行政苦 lf会として

の専門性 ・独自lVlを11り易くすることが大きな課旭とな

ってくる。

そして何よりも必要なことは、口行連が組織の内外に

行政書士制度改Ⅲの基本方針を示すことであり、その方

少1にびとった、 言式朽父科十日、 1サ子1多センター、 ADR対 策、 法

改1に等への政策を持実に1“)些して行くよう則待したい。

平成 17年 8月 1日 から 「職務上請求書」の1日様式は使えません。


